
 

 

令和３年度介護ロボット等導入支援事業費補助金募集のお知らせ 

～介護ロボット等の導入経費に対する補助を行います～ 

 

１ 事業内容 

  介護ロボット等の導入による介護従事者の負担軽減や業務の効率化など介護従事者が継続

して就労できる環境整備を図るため、介護ロボットや介護ソフト等の ICT を導入（購入・リ

ース）する際の経費に対して補助金を交付します。 

 

２ 事業の対象 

（１）介護ロボットの導入 

・介護ロボット（①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーシ 

ョン、⑤入浴支援、⑥介護業務支援） 

・見守り機器の導入に伴う通信環境整備 

（２）ICT の導入 

詳細は、補助金交付要綱を御確認ください。 

 

３ 補助額 

  対象経費の１／２又は３／４（一定の要件を満たした場合）で、補助上限額が次の表のと

おりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ICTの導入＞

事業所規模に応じて補助上限額を設定

補助上限額

　　職員　１人～10人 100万円

　　職員　11人～20人 160万円

　　職員　21人～30人 200万円

　　職員　30人～ 260万円

＜介護ロボットの導入＞

補助上限額

移乗支援・入浴支援 100万円

上記以外 30万円

750万円

介護ロボット
（１機器あたり）

見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 補助対象経費 

  介護ロボット等の導入に要する備品購入費、使用料及び賃貸料、需用費及び役務費 

  ※導入の方法がリースによる場合は、３年以上のリース契約の初年度に係る費用のみが 

対象となります。 

 

５ 補助金の交付対象者 

  岩手県内で介護サービス事業所を運営する者 

 

６ 補助金交付までの流れ  

 

① 協議書類を、県長寿社会課に提出（募集期間：令和３年 10 月７日～11 月 12 日） 

【提出書類】 

 ・令和３年度介護ロボット等導入支援事業費補助金に係る協議書類の提出について 

     ・事業計画書（様式第１号別紙１－１、１－２）  

     ・補助金所要額調書（様式第１号別紙２）     

・見積書（写し） 

・導入する介護ロボット等のカタログ等 

・一定の要件を満たすことがわかる書類（※補助率３／４の申請をする場合） 

※様式第１号別紙２については、データも下記メールアドレスあて御提出ください。 

※提出書類の提出締切は、11 月 12 日（金）必着です。 

 

  ② 協議書類の募集期間終了後、各申請者へ内示 

    ※令和３年度は、先着順に予算額に達したら募集を締め切るものではなく、募集期間 

内に御提出いただいた協議書類を全て受け付けます。 

     そのため、協議額が予算額を超えた場合は調整を行いますので、協議書類で御提出 

いただいた金額どおりに内示されるとは限りません。 

 

 

 

 

＜一定の要件＞＜一定の要件＞＜一定の要件＞＜一定の要件＞

事業の区分 要件

見守り機器の導入に伴う
通信環境整備事業

IＣＴ導入事業

次に要件のいずれかを満たす事業所
１　LIFEにデータを提供している又は提供を予定していること。
２　事業所内・事業所間で居宅サービス計画書等のデータ連携
を行っている又は行うことを予定していること。

介護ロボット導入事業

次の要件のいずれも満たす事業所
１　少なくとも見守りセンサー、インカム・スマートフォン等のICT
機器、介護記録ソフトを活用し、従前の介護職員等の人員体制
の効率化を行うことを予定していること。
２　利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の確保
等の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること。



 

 

 

③ 内示後、補助金交付申請書等を県長寿社会課に提出 

   【提出書類】 

    ・補助金交付申請書（様式第１号）    ・見積書（写し） 

・事業計画書（様式第１号別紙１－１、１－２）  

    ・補助金所要額調書（様式第１号別紙２） ・補助事業に係る収支予算書 

    ・導入する介護ロボット等のカタログ等  ・事業所の利用定員数がわかる書類 

 

④ 補助金の交付決定    

 

⑤ 介護ロボット等の導入 
 

⑥補助金請求書等を県長寿社会課に提出 

   【提出書類】 

    ・補助金実績報告書（様式第３号）    ・事業実績報告書（様式第３号別紙１） 

    ・所要額精算調書（様式第３号別紙２）  ・補助金請求書（様式第４号） 

    ・見積書、納品書、請求書及び支払いがわかるもの（写し） 

    ・補助事業に係る収支決算書       ・事業実施の記録（写真等） 

 

⑦完了確認検査 

 

⑧補助金額の確定 

 

⑨補助金の交付 

 

⑩使用状況報告（導入後３年間使用状況を報告していただきます。） 

   【提出書類】 

    ・使用状況報告書（様式第５号）※ICT を導入した場合は、国に別途報告することとなります。 

 ・介護ロボット等使用状況報告（様式第５号別紙） 

 

 ☆提出及びお問合せ先☆ 
岩手県保健福祉部長寿社会課 介護福祉担当 

 〒020-8570  盛岡市内丸１０－１ 
T E L：０１９－６２９－５４３５  Fax：０１９－６２９－５４４４ 

   E-mail：AD0005@pref.iwate.jp 


